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公益財団法人 全日本ボウリング協会 

服 装 規 則 

 

（目 的） 

第 1 条 公益財団法人全日本ボウリング協会（以下「本協会」という。）の主催、公認、共催

する競技会、選手権大会に参加する競技者の服装規則は、次のとおりとする。 
  

（競技者の服装） 

第 2 条 競技者の服装については、本協会競技規程第 137 条を厳守し、特に規定されない限

り、次の各号のとおりとする。 

 (1) 上半身に着用する衣服（以下「ユニフォーム」という。）は、スポーツに適した

ものとし、襟・袖のついたものとする。 

 (2) チーム戦において、競技者は、チーム全員同一ユニフォームを着用すること。た

だし、男女混合のチーム戦では、同一デザインで男女の色違いは同一ユニフォー

ムとみなす。なお、全日本学生ボウリング連合（以下「学生連合」という。）会

員は、別表記載の一部大会において異なるユニフォームの着用を認める。 

 (3) 下半身に着用する衣服は、スポーツに適したものとし、スラックス、スカートま

たは運動用ショートパンツとする。 
  

（服装の種類及び表示義務） 

第 3 条  競技者が着用するユニフォームの種類及び氏名等の表示は、次の各号のとおりとす

る。 

 (1) 連盟（学生連合の場合、所属連合）制定のユニフォームは、所属連盟の都道府県

名（学生連合の場合、所属連合名）、氏名を明記すること。 

 (2) 前号以外のユニフォームは、所属連盟の都道府県名、氏名を明記すること。 

 (3) 本協会が認定する以下の指定ユニフォームは、氏名を明記すること。別表記載の

大会（国民体育大会を除く）では、個人戦（選手権者決定戦、マスターズ戦を含

む）のみ着用を認めることとし、着用期間等については強化委員会の定めるとこ

ろによる。 

 イ 全日本ナショナルチームメンバー及び全日本ユースナショナルチームメン

バー 

 ロ ジュニアジャパン強化選手 

 ハ シニアジャパンメンバー 

2   本協会主催並びに共催の競技会でのユニフォームは、別表記載項目を遵守すること。 

3   各連盟及び各地区連合の競技会でのユニフォームは、それぞれの規定に従い、必要

項目を明示すること。 

4 同条第 1 項、第 2 項、第 3 項に定める表示は、表示の位置、大きさ、字体を問わな

いが、一般的に識別可能な表示とすること。 

5   本協会ワッペンは、ユニフォームの左胸につけること。 

6  本協会会員と公益社団法人日本プロボウリング協会（以下「JPBA」という。）会員

の両資格を有する競技者は、前項に定めるワッペンの正面向かって右側（横並び）に

JPBA ワッペンをつけること。 
  

（デザイン・表示） 

第 4 条 競技者が着用するユニフォームのデザイン・表示については、次の各号のとおりと

する。 
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 (1) 前条第 6 項に定めるワッペンをユニフォームに表示するとき、そのワッペンはユ

ニフォームのデザインとみなさない。 

 (2) 所属連盟（学生連合の場合、所属連合）または個人の契約に基づく商業上の識別

表示（スポンサーや勤務先の名称、称号、商標、ロゴ、その他特有の表示）をユ

ニフォームに表示するとき、ワッペンによる貼付はユニフォームのデザインとみ

なさない。ただし、あらかじめユニフォームに表示（プリント、刺繍等）された

ものはデザインとみなす。 

 (3) 第 3 者の権利を侵害するデザインや表示、その他公序良俗に反するものは禁止と

する。 
  

（手続き） 

第 5 条 ユニフォームを新たに作成し、競技会で着用するための手続きは、次の各号のとお

りとする。 

 (1) 第 3 条第 1 項第 1 号ユニフォームを作成するには、別に定める様式により、着

用開始 1 ヶ月前までに本協会へ事前に登録申請を行うこと。 

 (2) 第 3 条第 1 項第 2 号ユニフォームについては、連盟（学生連合の場合、所属連

合）の定めるところによる。 
 

（違反等） 

第 6 条 本規則違反に対し本協会または所属連盟（学生連合の場合、所属連合）より是正の

勧告がある場合、競技者は速やかにその指示に従うこと。 

2 競技中、本規則違反に対し大会役員、競技役員より是正の勧告がある場合、競技者

は速やかにその指示に従うこと。 
 

（その他） 

第 7 条 本規則に定める事項以外については、総務委員会及び競技委員会の協議において決

定する。 
 

（規則の改廃） 

第 8 条  本規則の改廃は、理事会の決議を経て改廃することができる。 
  

（附 則） 

 本規則は、2021 年（令和 3 年）7 月 1 日より施行する。 
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